
三重県亀山市

平成２４年７月３１日

【お問い合わせ先】 三重県亀山市本丸町５７７番地 亀山市役所

                市民部 戸籍市民室 【宮崎】TEL：0595-84-5064
URL: http://www.city.kameyama.mie.jp/

Press Release

外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の一部改正に

伴う人口の変動について

平成２４年７月９日を施行日としまして、外国人登録法が廃止され、併

せて、住民基本台帳法の一部改正により、市内に居住する外国人住民の

方々を住民基本台帳に登録する作業が完了しましたので、ご報告します。

なお、法施行前において把握していました外国人登録者数は１，８２２

人となっていましたが、７月９日において住民基本台帳に登録される外国

人住民数は、１，５０７人となり、比較しますと３１５人減少となりまし

た。

この内訳は、外国人登録台帳の登録者において、実地調査等により居住

実態がないと判断された者が、２３９人、また、在留資格が短期滞在であ

ったり、ビザ切れで在留資格がない者等が７６人となっています。

なお、この制度改正により、７月９日現在の亀山市の住民基本台帳人口

は、４９，５６６人となり、人口に対する外国人登録者の割合は、３．０

４％です。


